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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ステンレス鋼製もしくは少なくとも内面に防錆処理が施された鋼製の内燃機関用燃料レ
ールと、外管とその内周面が該外管の外周面より燃料に対する防錆能が優れた内管とから
なる二重管で構成された分岐枝管とを、継手金具を介して締結用ナットにより接続構成し
てなる継手構造において、前記分岐枝管と継手金具の接続シール部が、当該分岐枝管内周
面と同等の防錆能を有すると共に、該分岐枝管の燃料に対するシール面を含む接液部分の
全てが前記内管によって覆われ、該シール面を含む内管の受圧部を前記外管によって支持
するよう構成され、さらに前記接続シール部を、該継手金具の分岐孔軸に直角な平坦面を
有する断面凹形状とし、前記外管の開口端面を前記内管の開口端部で覆うようにして折り
曲げ、該内管の内周面がシート面となるように形成した分岐枝管を、予め該分岐枝管に組
込んだ締結用ナットにより、接続構成したことを特徴とする内燃機関用燃料レールにおけ
る分岐枝管の継手構造。
【請求項２】
　前記継手金具の接続シール部を円錐凹形状とし、前記分岐枝管のシート面をシングルフ
レアー形状とし、前記円錐凹形状の接続シール部と前記シングルフレアー形状のシート面
との間に算盤玉形ガスケットを介在させ、予め分岐枝管に組込んだ締結用ナットにより、
接続構成したことを特徴とする請求項１に記載の内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管
の継手構造。
【請求項３】
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　前記継手金具の接続シール部に、分岐孔の軸芯に対する傾斜角αを有する凹状のテーパ
ー面を形成し、前記分岐枝管の外管の接続頭部を、前記継手金具の接続シール部における
傾斜角αを有する凹状のテーパー面に対応して、傾斜角α±５°を有する凸状のテーパー
壁を有する形状とし、該凸状のテーパー壁を有する外管の接続頭部を覆うように内管の先
端を外側に折り曲げてリング状のシート面を形成し、該シート面と前記継手金具のテーパ
ー面との間に略リング形状の円錐ガスケットを介在させ、予め前記分岐枝管に組込んだ締
結用ナットにより、接続構成したことを特徴とする請求項１に記載の内燃機関用燃料レー
ルにおける分岐枝管の継手構造。
【請求項４】
　前記傾斜角αが継手金具の分岐孔の軸心に対して５０～１２０°であることを特徴とす
る請求項３に記載の内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手構造。
【請求項５】
　前記分岐枝管の接続頭部の先端形状が、該分岐枝管の軸心に対してほぼ直角に形成され
、該接続頭部を覆う内管のシート面が、折り返し二重構造のテーパー壁面に形成されるこ
とを特徴とする請求項３または４に記載の内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手
構造。
【請求項６】
　ステンレス鋼製もしくは少なくとも内面に防錆処理が施された鋼製の内燃機関用燃料レ
ールと、外管とその内周面が外管の外周面より燃料に対する防錆能が優れた内管とからな
る二重管で構成された分岐枝管とを、継手金具を介して締結用ナットにより接続構成して
なる継手構造において、前記継手金具の接続シール部が平坦面となし、前記分岐枝管の端
末部に拡径部を設けてその外周面に受圧部を形成し、それに連なる接続頭部のシート面と
、前記継手金具の平坦面との間にガスケットを介在させ、予め分岐枝管側に組込んだワッ
シャに形成した押圧座面部を、前記分岐枝管の拡径部の外周面に形成された受圧部に当接
係合させ、締結用ナットにより接続構成したことを特徴とする内燃機関用燃料レールにお
ける分岐枝管の継手構造。
【請求項７】
　ステンレス鋼製もしくは少なくとも内面に防錆処理が施された鋼製の内燃機関用燃料レ
ールと、接続端部に相手座部への押圧面となす截頭円錐状、もしくは円弧状あるいは算盤
珠状の接続頭部を有し、かつ軸芯内部の流通孔の孔周面全長にわたって薄肉からなるステ
ンレス製の内管を密嵌状に内装して形成してなる分岐枝管とを、継手金具を介して締結用
ナットにより接続構成してなる継手構造において、前記接続頭部の先端部を覆うように前
記ステンレス製の内管の先端部を外側に折り曲げてシート面を形成し、該シート面と前記
継手金具の受圧面とを当接係合させ、締結用ナットにより接続構成したことを特徴とする
内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手構造。
【請求項８】
　前記接続頭部の先端部を覆うステンレス製の内管の外側折り曲げ部は、当該接続頭部の
先端部と面一となるように当該接続頭部に埋設してシート面を形成したことを特徴とする
請求項７に記載の内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手構造。
【請求項９】
　外管と内管とからなる二重管の当該外管、内管の両方を同時に管軸方向にパンチで押し
込むことにより、ナットの受圧部としてのスプールまたは突起を外管と内管で形成し、次
いで接続端部側の外管の管端部を切除して内管の管端部を突出させ、しかる後、当該内管
の前記突出部を外側に折り曲げて外管の接続端部側管端面を覆うと共に、該内管の内周面
でシート面を形成することを特徴とする内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の製造方
法。
【請求項１０】
　外管と内管とからなる二重管の当該外管のみを管軸方向にパンチで押し込むことにより
、締結用ナットの受圧部としてのスプールまたは突起を外管のみで形成し、次いで該外管
の接続側管端より突出している内管の突出部を外側に拡径しながら折り曲げ、該外管の接
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続側管端面を覆うと共に、該内管の内周面でシート面を形成することを特徴とする内燃機
関用燃料レールにおける分岐枝管の製造方法。
【請求項１１】
　外管と内管とからなる二重管の当該外管のみを管軸方向にパンチで押し込むことにより
、締結用ナットの受圧部としてのスプールまたは突起を外管のみで形成し、前記外管の接
続頭部を前記継手金具の接続シール部に形成される傾斜角αの凹状のテーパー面に対応し
て、同様の傾斜角に加工することにより傾斜角αのテーパー壁を有する接続頭部を形成し
、次いで外管の接続側管端より突出している内管の突出部を外側に拡径しながら折り曲げ
、該外管の接続側管端面を覆うと共に該内管の内周面で、傾斜角α±５°の凸状のテーパ
ー壁を有するシート面を形成することを特徴とする内燃機関用燃料レールにおける分岐枝
管の製造方法。
【請求項１２】
　前記傾斜角αが前記継手金具の分岐孔の軸心に対して５０～１２０°であることを特徴
とする請求項１１に記載の内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の製造方法。
【請求項１３】
　前記外管の接続頭部に形成される傾斜角αのテーパー壁が、機械的手段による切削によ
って形成されることを特徴とする請求項１１または１２に記載の内燃機関用燃料レールに
おける分岐枝管の製造方法。
【請求項１４】
　前記外管の接続頭部が分岐枝管の管軸に対してほぼ直角に形成され、該外管の接続頭部
を覆う内管が、折り返し二重構造のテーパー壁面に形成されることを特徴とする請求項１
３に記載の内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の製造方法。
【請求項１５】
　接続端部に相手座部への押圧面となす截頭円錐状、もしくは円弧状あるいは算盤珠状の
接続頭部を有し、かつ軸芯内部の流通孔の孔周面全長にわたって薄肉からなるステンレス
製の内管を密嵌状に内装し、前記接続頭部の先端部を覆うように前記ステンレス製の内管
の先端部を外側に折り曲げてシート面を形成してなる分岐枝管の製造方法であって、軸芯
内部の流通孔の孔周面全長にわたって薄肉からなるステンレス製の内管を密嵌状に内装し
た管体の外管のみを管軸方向にパンチで押し込むことにより前記接続頭部を成形すると同
時に前記内管を突出させ、次いで外管の接続側管端より突出している前記内管の突出部を
外側に拡径しながら折り曲げ、該外管の接続頭部の先端部を覆うと共に該内管の内周面で
シート面を形成することを特徴とする内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の製造方法
。
【請求項１６】
　前記接続頭部を形成する工程において、前記外管を長く、前記内管を短く管軸方向にパ
ンチで押し込むことを特徴とする請求項１５に記載の内燃機関用燃料レールにおける分岐
枝管の製造方法。
【請求項１７】
　前記内管の突出部を外側に拡径しながら折り曲げてシート面を形成する工程において、
ステンレス製の内管内に芯金を挿入して前記内管の突出部を外側に拡径しながら折り曲げ
ることを特徴とする請求項１５または１６に記載の内燃機関用燃料レールにおける分岐枝
管の製造方法。
【請求項１８】
　前記接続頭部の先端部を覆うステンレス製の内管の外側折り曲げ部が当該接続頭部の先
端部と面一となるように前記内管の突出部を当該接続頭部に埋設させてシート面を形成す
ることを特徴とする請求項１５乃至１７のいずれか１項に記載の内燃機関用燃料レールに
おける分岐枝管の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手構造とその製造方法に係り、
より詳しくは直接筒内噴射式ガソリンエンジン用または吸気管内噴射式ガソリンエンジン
用燃料レール（デリバリーパイプ）あるいはディーゼルエンジン用燃料レールにおける分
岐枝管の継手構造と分岐枝管およびその分岐枝管の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手構造として、レール本体の周壁部に設け
た当該流通路に通ずる貫孔に継手金具（ニップル）を嵌挿した状態をもって相互に接合（
ろう着等）し、該継手金具に分岐枝管をナットにより締付けて接続構成したものがある（
特許文献１参照）。このような構造の直噴ガソリンエンジン用燃料レールにおける分岐枝
管の継手においては、燃料の酸化による腐食を防止するため、燃料レールや分岐枝管の少
なくとも内周面にニッケルめっきを施し、鉄素地あるいはろう着用銅めっき皮膜や銅ろう
材の表面を被覆することが行われている。しかるに、前記した構造の継手構造において、
燃料（ガソリン）は、流通路での鉄素地、あるいは銅めっき皮膜や銅ろう材表面への直接
の接触によって酸化作用を受けて酸化し、酸化により腐食性の高くなったサワーガソリン
が構成部品の鉄素地あるいはアルミニウム表面を腐食するため、製品全体に無電解ニッケ
ルめっきを施し、レールおよび分岐継手の内周面にニッケルめっき皮膜を設けることが行
われている。さらに、大気汚染防止の観点から、前記無電解ニッケルめっきに代えて、銅
ろう着後化学錫めっきを施す方法も知られている（特許文献２参照）。また、燃料レール
の内外面にＮｉまたはＮｉ基合金めっき皮膜を形成したものや、分岐枝管を二重管とし、
その内管側にＳＵＳ管或いは内面ＮｉまたはＮｉ基の合金めっき管を用い、その内面をＮ
ｉ基の合金めっき管として、Ｎｉ、Ｃｏ、およびこれらを基とする合金のうち、１種類の
めっき層を第１めっき層として形成し、この第１めっき層上に前記第１めっき層形成金属
又はこれらを基とする合金より低融点の単金属あるいは合金層を第２めっき層として形成
し、この２層のめっき層を形成した帯鋼板を使用して電縫造管し、次いで加熱処理するこ
とによって鋼素地が露出している部分がないような溶接管（特許文献３、４参照）を使用
したものが知られている。
【特許文献１】特開２００３－２７８６２３号公報
【特許文献２】特開平１１－１１７８２６号公報
【特許文献３】特開平５－９７８６号公報
【特許文献４】特開平５－１５６４９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、前記した従来の継手構造は、分岐枝管と継手金具の接続シール部にＳＵ
ＳあるいはＮｉやＮｉ基合金めっきの存在しない接液部（燃料と接触する部分）が生じ、
燃料の酸化作用が促進され、サワーガソリン化が加速され、燃料レールや分岐枝管等の構
成部品の鉄素地あるいはアルミニウム表面を腐食させること、また、排気ガス対策として
バイオ燃料等の含有量の増加により鉄への腐食性が増していることに加え、燃料の噴射圧
が１５～２００ＭＰａに高くなるにつれて燃料温度が上昇し、燃料の分解と腐食性がより
高くなり、前記接液部がたとえ狭隘な部分であったとしても錆の発生が大きな問題となり
、さらに、噴射圧の高圧化に伴いナットの締付け力が高くなり、数回の配管の取外しによ
り本管レールや分岐枝管に施されているめっき皮膜の剥離が発生し、その剥離粉が噴射弁
のシート面等に付着して燃料の噴射に異常をきたす危惧があるという未解決な課題が残さ
れていた。
【０００４】
　本発明は、かかる課題を解決するためになされたもので、燃料レールや分岐枝管等の構
成部品の腐食を防止し、かつ接続シール面における気密の維持が強固に確保され、燃料の
酸化や劣化を防止し得る内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手構造と分岐枝管お
よび該分岐枝管の製造方法を提案しようとするものである。
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【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するための本発明に係る内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手
構造は、ステンレス鋼製もしくは少なくとも内面に防錆処理が施された鋼製の内燃機関用
燃料レールと、外管とその内周面が該外管の外周面より燃料に対する防錆能が優れた内管
とからなる二重管で構成された分岐枝管とを、継手金具を介して締結用ナットにより接続
構成してなる継手構造において、前記分岐枝管と継手金具の接続シール部が、当該分岐枝
管内周面と同等の防錆能を有すると共に、該分岐枝管の燃料に対するシール面を含む接液
部分の全てが前記内管によって覆われ、該シール面を含む内管の受圧部を前記外管によっ
て支持するよう構成されていることを特徴とするものである。
【０００６】
　また、本発明に係る上記分岐枝管の継手構造において、前記継手金具の接続シール部を
、該継手金具の分岐孔軸に直角な平坦面を有する断面凹形状とし、前記外管の開口端面を
前記内管の開口端部で覆うようにして折り曲げ、該内管の内周面がシート面となるように
形成した分岐枝管を、予め該分岐枝管に組込んだ締結用ナットにより、接続構成したこと
を特徴とするものである。
【０００７】
　本発明に係る上記分岐枝管の接続構造において、前記継手金具の接続シール部と分岐枝
管のシート面との間にガスケットを介在させ、予め該分岐枝管に組込んだ前記締結用ナッ
トにより、接続構成したことを特徴とするものである。
【０００８】
　また、本発明に係る上記分岐枝管の接続構造において、前記分岐枝管の端末にスプール
または突起を設け、締結用ナットの受圧部としたことを特徴とするものである。
【０００９】
　本発明による内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手構造は、前記継手金具の接
続シール部を円錐凸形状とし、前記分岐枝管のシート面をシングルフレアー形状とし、該
円錐凸形状の接続シール部と該シングルフレアー形状のシート面との間にリング状円錐ガ
スケットを介在させ、予め分岐枝管に組込んだ締結用ナットにより、接続構成したことを
特徴とするものである。
【００１０】
　また、本発明に係る上記分岐枝管の接続構造において、前記継手金具の接続シール部を
円錐凹形状とし、前記分岐枝管のシート面をシングルフレアー形状とし、前記円錐凹形状
の接続シール部と前記シングルフレアー形状のシート面との間に算盤玉形ガスケットを介
在させ、予め分岐枝管に組込んだ締結用ナットにより、接続構成したことを特徴とするも
のである。
【００１１】
　本発明による内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手構造は、前記継手金具の接
続シール部に、分岐孔の軸芯に対する傾斜角αを有する凹状のテーパーを形成し、前記分
岐枝管の外管の接続頭部を、前記継手金具の接続シール部における傾斜角αを有する凹状
のテーパー面に対応して、傾斜角α±５°を有する凸状のテーパー壁を有する形状とし、
該凸状のテーパー壁を有する外管の接続頭部を覆うように内管の先端を外側に折り曲げて
リング状のシート面を形成し、該シート面と前記継手金具のテーパー面との間に略リング
形状の円錐ガスケットを介在させ、予め前記分岐枝管に組込んだ締結用ナットにより、接
続構成したことを特徴とするものである。
【００１２】
　本発明に係る上記分岐枝管の継手構造において、前記傾斜角αが前記継手金具の分岐孔
の軸心に対して５０～１２０°であることを特徴とするものである。
【００１３】
　また、本発明に係る上記分岐枝管の継手構造は、前記分岐枝管の接続頭部の先端形状が
、該分岐枝管の軸心に対してほぼ直角に形成され、該接続頭部を覆う内管のシート面が、
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折り返し二重構造のテーパー壁面に形成されることを特徴とするものである。
【００１４】
　本発明に係る内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手構造は、ステンレス鋼製も
しくは少なくとも内面に防錆処理が施された鋼製の内燃機関用燃料レールと、外管とその
内周面が外管の外周面より燃料に対する防錆能が優れた内管とからなる二重管で構成され
た分岐枝管とを、継手金具を介して締結用ナットにより接続構成してなる継手構造におい
て、前記継手金具の接続シール部が平坦面となし、前記分岐枝管の端末部に拡径部を設け
てその外周面に受圧部を形成し、それに連なる接続頭部のシート面と、前記継手金具の平
坦面との間にガスケットを介在させ、予め分岐枝管側に組込んだワッシャに形成した押圧
座面部を、前記分岐枝管の拡径部の外周面に形成された受圧部に当接係合させ、締結用ナ
ットにより接続構成したことを特徴とするものである。
【００１５】
　また、本発明に係る内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手構造は、ステンレス
鋼製もしくは少なくとも内面に防錆処理が施された鋼製の内燃機関用燃料レールと、接続
端部に相手座部への押圧面となす截頭円錐状、もしくは円弧状あるいは算盤珠状の接続頭
部を有し、かつ軸芯内部の流通孔の孔周面全長にわたって薄肉からなるステンレス製の内
管を密嵌状に内装して形成してなる分岐枝管とを、継手金具を介して締結用ナットにより
接続構成してなる継手構造において、前記接続頭部の先端部を覆うように前記ステンレス
製の内管の先端部を外側に折り曲げてシート面を形成し、該シート面と前記継手金具の受
圧面とを当接係合させ、締結用ナットにより接続構成したことを特徴とするものである。
【００１６】
　さらに、前記継手構造において、接続頭部の先端部を覆うステンレス製の内管の外側折
り曲げ部は、当該接続頭部の先端部と面一となるように当該接続頭部に埋設してシート面
を形成したことを特徴とするものである。
【００１７】
　本発明に係る内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管は、外管と内管との二重管で構成
され、該内管がステンレス鋼管または内周面に防錆皮膜が施された管体からなり、該内管
の内周面がシート面となるように外管の開口端面を内管開口端部で覆った構造となし、燃
料に対するシール面を含む接液部分の全てが前記内管によって覆われ、かつ該内管の受圧
部が前記外管によって支持され、さらに端末部に締結用ナットの受圧部としてのスプール
または突起が設けられることを特徴とするとする、内燃機関用燃料レールにおける分岐枝
管を要旨とするものである。
【００１８】
　上記本発明に係る分岐枝管は、前記内管の防錆皮膜が、Ｎｉめっき皮膜もしくはＮｉ基
合金皮膜、またはＮｉめっき皮膜とＮｉ－Ｐ合金めっき皮膜の複層もしくは拡散した単層
の皮膜で構成されていることを特徴とするものである。
【００１９】
　本発明はさらに、外管と内管とからなる二重管の当該外管、内管の両方を同時に管軸方
向にパンチで押し込むことにより、ナットの受圧部としてのスプールまたは突起を外管と
内管で形成し、次いで接続端部側の外管の管端部を切除して内管の管端部を突出させ、し
かる後、当該内管の前記突出部を外側に折り曲げて外管の接続端部側管端面を覆うと共に
、該内管の内周面でシート面を形成することを特徴とする、内燃機関用燃料レールにおけ
る分岐枝管の製造方法を要旨とするものである。
【００２０】
　本発明に係る上記分岐枝管の製造方法において、外管と内管とからなる二重管の当該外
管のみを管軸方向にパンチで押し込むことにより、締結用ナットの受圧部としてのスプー
ルまたは突起を外管のみで形成し、次いで該外管の接続側管端より突出している内管の突
出部を外側に拡径しながら折り曲げ、該外管の接続側管端面を覆うと共に、該内管の内周
面でシート面を形成することを特徴とするものである。
【００２１】
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　また、本発明に係る上記分岐枝管の製造方法において、外管と内管とからなる二重管の
当該外管のみを管軸方向にパンチで押し込むことにより、締結用ナットの受圧部としての
スプールまたは突起を外管のみで形成し、前記外管の接続頭部を前記継手金具の接続シー
ル部に形成される傾斜角αの凹状のテーパー面に対応して、同様の傾斜角に加工すること
により傾斜角αのテーパー壁を有する接続頭部を形成し、次いで外管の接続側管端より突
出している内管の突出部を外側に拡径しながら折り曲げ、該外管の接続側管端面を覆うと
共に該内管の内周面で、角度α±５°の凸状のテーパー壁を有するシート面を形成するこ
とを特徴とするものである。
【００２２】
　本発明における上記分岐枝管の製造方法において、前記傾斜角αが前記継手金具の分岐
孔の軸心に対して５０～１２０°であることを特徴とするものである。
【００２３】
さらに、本発明に係る上記分岐枝管の製造方法において、前記外管の接続頭部に形成され
る傾斜角αのテーパー壁が、機械的手段による切削によって形成されることを好ましい態
様とするものである。
【００２４】
　本発明に係る上記内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の製造方法において、前記外
管の接続頭部が分岐枝管の管軸に対してほぼ直角に形成され、該外管の接続頭部を覆う内
管が、折り返し二重構造のテーパー壁面に形成されることを特徴とするものである。
【００２５】
　本発明はまた、接続端部に相手座部への押圧面となす截頭円錐状、もしくは円弧状ある
いは算盤珠状の接続頭部を有し、かつ軸芯内部の流通孔の孔周面全長にわたって薄肉から
なるステンレス製の内管を密嵌状に内装し、前記接続頭部の先端部を覆うように前記ステ
ンレス製の内管の先端部を外側に折り曲げてシート面を形成してなる分岐枝管の製造方法
であって、軸芯内部の流通孔の孔周面全長にわたって薄肉からなるステンレス製の内管を
密嵌状に内装した管体の外管のみを管軸方向にパンチで押し込むことにより前記接続頭部
を成形すると同時に前記内管を突出させ、次いで外管の接続側管端より突出している前記
内管の突出部を外側に拡径しながら折り曲げ、該外管の接続頭部の先端部を覆うと共に該
内管の内周面でシート面を形成することを特徴とする内燃機関用燃料レールにおける分岐
枝管の製造方法を要旨とするものである。なお、前記接続頭部を形成する工程において、
前記外管を長く、前記内管を短く管軸方向にパンチで押し込んでもよい。
【００２６】
　本発明に係る上記分岐枝管の製造方法において、前記内管の突出部を外側に拡径しなが
ら折り曲げてシート面を形成する際、ステンレス製の内管内に芯金を挿入して前記内管の
突出部を外側に拡径しながら折り曲げることを特徴とするものである。
【００２７】
　さらに、本発明に係る上記分岐枝管の製造方法において、前記接続頭部の先端部を覆う
ステンレス製の内管の外側折り曲げ部が当該接続頭部の先端部と面一となるように前記内
管の突出部を当該接続頭部に埋設させてシート面を形成することを特徴とするものである
。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明の継手構造は、燃料レールと分岐枝管の接液部が燃料に対する耐食性を有するス
テンレスまたはＮｉめっき皮膜やＮｉ基合金めっき皮膜で形成されているため、燃料レー
ルと分岐枝管は腐食環境から完全に保護された状態が確保され防食面における優れた機能
が保証される。また、分岐枝管は、外管と内管とからなる二重管で構成され、かつ内管が
ステンレス鋼管または内周面にＮｉもしくはＮｉ基合金皮膜等の防錆皮膜が施された管体
からなり、燃料に対するシール面を含む接液部分の全てが内管によって覆われ、該内管に
よって形成されるシート面を含む受圧部等が、外管で保護されるように支持されているこ
とにより、強固な接続状態が健全な状態で維持されると共に、該内管の内周面がシート面
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となっているため、低級ガソリン、サワーガソリン、ＤＭＥ（ヂメチルエーテル）、アル
コール、およびアルコール混合燃料、軽油、水素等の使用に十分に耐えるのみならず、内
周面に銅の皮膜が存在しないため燃料の劣化が生じることがない。さらに、継手金具と分
岐枝管の間にガスケットを介在させて接続構成した場合には、シート面がガスケットを介
して形成されるため、より優れた気密性が確保され、１５～２００ＭＰａという高圧の各
種燃料をより確実にシールすることができる。また、本発明の分岐枝管の製造方法によれ
ば、簡略な操作によって腐食環境から完全に保護された状態が確保され、防食面における
優れた機能を有する分岐枝管を得ることができるため、かつ燃料の劣化を未然に防止する
などの特性に優れた分岐枝管を、低コストで提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　本発明の内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の接続構造に係る本管レールは、内部
を流通路とする管径３０ｍ／ｍ程度以下の圧力配管炭素鋼管あるいはステンレス鋼管等の
厚肉鋼管材あるいは鋼板からの板金製の管状のレールからなり、その内面の少なくとも燃
料に接する部分にはニッケルめっきもしくはニッケル基合金めっき等の防錆処理が施され
、該流通路に通じて軸方向にわたる周壁部の内周壁面に、単数もしくは間隔を保持して複
数個所での分岐接続体用の貫孔が穿設されている。
　なお、本発明における上記の鋼材に代えて、例えばステンレス鋼以外のインコネル、ハ
ステロイ、チタン、チタン基合金あるいはニッケル基合金等の高強度にしてかつ高耐食性
に優れる耐熱性金属材料を採用することも可能である。
【００３０】
　一方、分岐枝管を接続するための継手金具は、軸心に高圧燃料用の流路となる分岐孔を
有する円筒体であり、その外方の接続シール部の外周面には分岐枝管に組み込まれる締結
用ナットと螺合するための雄螺子が形成され、該分岐枝管および締結用ナットと共に本管
レールと同種または異種の鋼管材もしくは鋼材からなり、該継手金具の接続端部を前記本
管レールの貫孔に嵌挿させ、その先端部を本管レールの流通路内に突出させてろう付等に
より接合される。
【００３１】
　また、高圧燃料噴射用の分岐枝管は、基本的に内管と外管とからなる二重管であり、該
内管は管材そのものがステンレス鋼管などの耐食性鋼管材で構成されるか、若しくは少な
くともその内周面にニッケルめっき若しくはニッケル基合金めっき等の防錆処理が施され
、外管の外周面に比較して燃料に対する防食性能が優れており、しかも外管の開口端部を
内管の開口端部で覆うようにシート面を形成し、該シート面と前記継手金具の接続シール
部との間に好ましくはガスケットを介在させ、分岐枝管の端末に設けたスプールなどによ
って形成された受圧部に対し、該分岐枝管に予め組込んだ締結用の袋ナットによる押圧を
伴いつつ螺合することによって、本発明による内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の
接続構造体が構成される。
【００３２】
　本発明における前記継手金具の円筒部外径は概ね１４ｍ／ｍ程度、肉厚４ｍ／ｍ程度で
、前記本管レールと継手金具との接合手段は、高い気密を維持した状態で、しかも強固に
接合されて組込まれることが可能な範囲において制限しないが、用いられる鋼材の材質に
対応して、通常銅ろうまたはニッケルろうを用いたろう付が好ましく、炉内ろう付による
連続ろう付がより好ましく採用される。
［実施例］
【００３３】
　以下、本発明を、添付した図面に基づいてさらに詳細に説明する。なお、本発明はこれ
により拘束されるものではなく、本発明の主旨の範囲内において自由に設計変更が可能で
あることはいうまでもない。
【００３４】
　図１は本発明の内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手構造の第１実施例を示す
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要部概略縦断面図、図２は同じく第２実施例を示す要部概略縦断面図、図３は同じく第３
実施例を示す要部概略縦断面図、図４は同じく第４実施例を示す要部概略縦断面図、図５
は同じく第５実施例を示す要部概略縦断面図、図６は同じく第６実施例を示す要部概略縦
断面図、図７は同じく第７実施例を示す要部概略縦断面図、図８は同じく第８実施例を示
す要部概略縦断面図、図９は同じく第９実施例を示す要部概略縦断面図、図１０は本発明
の内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の製造方法の第１実施例を概略的に示す工程図
、図１１は同じく分岐枝管の製造方法の第２実施例を概略的に示す工程図、図１２は同じ
く分岐枝管の製造方法の第３実施例を概略的に示す半截工程図、図１３は同じく分岐枝管
の製造方法の第４実施例を概略的に示す半截工程図、図１４は同じく分岐枝管の製造方法
の第５実施例を概略的に示す工程図、図１５は図１４の第５実施例における成形前の二重
金属管の他の管端部を示す断面図、図１６は同じく図１４の第５実施例により製造される
分岐枝管の変形例を示す要部断面図であり、１、１１、２１、３１、４１、５１、６１、
７１、８１は本管レール、２、１２、２２、３２、４２、５２、６２、７２、８２は継手
金具、３、１３、２３、３３、４３、５３、６３、７３、８３は分岐枝管、４、１４、２
４、３４、４４、５４、６４、７４、８４は締結用ナット、５、１５、２５、３５、４５
、５５、６５、７５はガスケットである。
【実施例１】
【００３５】
　図１に示す第１実施例の内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手構造は、本管レ
ール１の周壁部に燃料用流通路１－１に通ずる貫孔１－２を設け、該貫孔１－２に継手金
具２の接続端部２－１を、その先端部が該流通路１－１内に突出するまで嵌挿した状態を
もって相互に接合している。なお、接合手段としてはろう着、溶接もしくは拡散接合など
から任意に選択が可能であるが、ニッケルろうを用いた炉内ろう付けを採用することによ
り効率的に連続ろう付を実施することができる。
【００３６】
　継手金具２は、外方開口端部に当該継手金具分岐孔軸に直角な平坦面２－２ａを有する
断面凹形状の接続シール部２－２が設けられており、この接続シール部２－２にリング状
のガスケット５を介して二重管構造の分岐枝管３を凹凸嵌合し、予め分岐枝管３に組み込
んだ締結用袋ナット４を、該継手金具２の外周面に形成した雄螺子に螺合し、該分岐枝管
３の端末に設けたスプール３－４によって形成された受圧部３－５に対する押圧を伴いつ
つ締着して、本実施例における内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手構造を接続
構成する。
【００３７】
　また、分岐枝管３は、内管３－１がステンレス鋼管、外管３－２が通常の鉄系の鋼管と
からなる二重管で構成され、かつ外管３－２の開口端面を内管３－１の開口端部で覆って
シート面３－３を形成し、該シート面３－３と継手金具２のシール部２－２に形成された
平坦面２－２ａとの間に、好ましくはリング状のガスケット５を介して締着されるため、
外管３－２によって支持された前記シート面３－３の押圧により、高圧高温の燃料に対す
る気密が強固に維持され、かつ該燃料との接液部分３－７には鉄系材料等の露出部が存在
せず、その優れた防錆能が得られる。
　なお、本実施例においては内管３－１そのものにステンレス鋼管を採用したが、該内管
３－１に通常の鉄系鋼管を採用し、該内管３－１の内周面に例えばニッケルめっき等の防
錆皮膜を施すことも可能であり、該内管３－１の内周面がシート面３－３となるようにし
て二重管構造の分岐枝管３を構成してもよい。
【実施例２】
【００３８】
　図２に示す第２実施例の内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手構造は、二重管
構造の分岐枝管１３のスプール１３－４を、外管１３－２のみで設けて締結用ナット１４
に対する受圧部１３－５を形成した以外は、第１実施例と同様にして内燃機関用燃料レー
ルにおける分岐枝管の継手構造を構成したもので、その構造は、本管レール１１の周壁部
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に設けた燃料の流通路１１－１に通ずる貫孔１１－２に、継手金具１２の接続端部１２－
１を内部に突出させて嵌挿した状態をもって相互に接合し、該継手金具１２の外方開口端
部に設けた接続シール部１２－２に好ましくはリング状のガスケット１５を介して二重管
構造の分岐枝管１３を凹凸嵌合し、予め分岐枝管１３に組み込んだ締結用袋ナット１４を
、該継手金具１２の外周面に形成した雄螺子に螺合し、該分岐枝管１３の端末に設けたス
プール１３－４によって形成された受圧部１３－５に対する押圧を伴いつつ締着して、本
実施例における内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手構造を接続構成したもので
ある。
　本実施例においても、分岐枝管１３は、内管１３－１がステンレス鋼管、外管１３－２
が通常の鉄系の鋼管とからなる二重管で構成され、かつ外管１３－２の開口端面を内管１
３－１の開口端部で覆ってシート面１３－３を形成し、該シート面１３－３と継手金具１
２のシール部１２－２に形成された平坦面１２－２ａとの間に、リング状のガスケット１
５を介して締着されるため、外管１３－２によって支持された前記シート面１３－３の押
圧により、高圧高温の燃料に対する気密が強固に維持され、かつ該燃料との接液部分１３
－７には鉄系材料等の露出部が存在せず、その優れた防錆能が得られる。
【実施例３】
【００３９】
　図３に示す第３実施例の内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手構造は、二重管
構造の分岐枝管２３の端末に突起２３－４を形成して、締結用ナットに対する受圧部２３
－５とし、継手金具２２の外方開口端部に設けた該継手金具分岐孔軸に直角な平坦面２２
－２ａを有する断面凹形状の接続シール部２２－２を、外方に広がる傾斜面とした以外は
、第１実施例と同様にして内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手構造を構成し、
高圧高温の燃料に対する強固な気密の維持や、燃料との接液部分２３－７には鉄系材料等
の露出部が存在せず、その優れた防錆能が高度に保たれる。
　なお、本実施例による二重管構造の分岐枝管２３は、その接続頭部に截頭円錐状の接続
頭部２３－４が設けられ、該接続頭部２３－４の背面が締結用袋ナット２４に対する受圧
部２３－５なり、先端の管端部には内管２３－１の管端部で覆われるようにしてシート面
２３－３が形成され、本発明に係る内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管が構成される
。かかる二重管構造の分岐枝管２３も、内管２３－１がステンレス鋼管または内周面に防
錆皮膜が施された管体からなり、上記のように該内管２３－１の内周面がシート面２３－
３となるように外管２３－２の開口端面を内管２３－１の開口端部で覆った構造となした
ものである。
【実施例４】
【００４０】
　図４に示す第４実施例の内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手構造は、継手金
具３２の接続シール部３２－２を円錐凸形状とし、分岐枝管の開口端末部をシングルフレ
アー形状とし、前記円錐凸形状のシール部３２－２と前記シングルフレアー形状のシート
面３３－３との間に、リング状円錐ガスケットを介在させて接続した構成した以外は、実
質的に上記各実施例と同様にして燃料レールにおける分岐枝管の接続構造を構成し、高圧
高温の燃料に対する気密の維持や防錆能においてほぼ同等の効果を奏する。
　その継手構造をより具体的に説明すると、本管レール３１の周壁部に設けた燃料の流通
路３１－１に通ずる貫孔３１－２に、継手金具３２の接続端部３２－１を内部に突出させ
て嵌挿した状態をもって相互に接合し、該継手金具３２の外方開口端部に設けた円錐斜面
３２－２ａを有する円錐凸形状の接続シール部３２－２に、好ましくはリング状の円錐ガ
スケット３５を介して二重管構造の分岐枝管３３の先端シート面３３－３を当接嵌合し、
該分岐枝管３３の端末に設けられたシングルフレアー部３３－４の外周面を受圧部として
、予め該分岐枝管３３に組み込んだ締結用袋ナット３４による押圧を伴いつつ、継手金具
３２の雄螺子に螺合することにより締着して接続構成したものであり、前記二重管構造の
分岐枝管３３も内管３３－１がステンレス鋼管または内周面に防錆皮膜が施された管体か
らなり、かつ内管３３－１の内周面がシート面３３－３となるように内管３３－１と外管
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３３－２の開口端面（接続シール部）をシングルフレアー形状となしたものである。
【実施例５】
【００４１】
　図５に示す第５実施例の内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手構造は、継手金
具４２の接続シール部４２－２を、該継手金具４２の軸心から外方に拡径する断面凹形状
のテーパー壁とし、分岐枝管４３の開口端末に形成されたシングルフレアー形状のシート
面４３－３との間に介在させるガスケットを、前記リンク状円錐ガスケット３５に替えて
算盤玉形ガスケット４５とした以外は、前記第４実施例に示す継手構造と同様の構成とし
たもので、その構造は、本管レール４１の周壁部に設けた燃料の流通路４１－１に通ずる
貫孔４１－２に、継手金具４２の接続端部４２－１を内部に突出させて嵌挿した状態をも
って相互に接合し、該継手金具４２の外方開口端部に設けた円錐斜面４２－２ａを有する
円錐凸形状の接続シール部４２－２に、算盤玉形ガスケット４５を介して二重管構造の分
岐枝管４３の先端シート面４３－３を当接嵌合し、該分岐枝管４３の端末に設けられたシ
ングルフレアー部４３－４の外周面を受圧部として、予め該分岐枝管４３に組み込んだ締
結用袋ナット４４による押圧を伴いつつ、継手金具４２の雄螺子に螺合することにより締
着して接続構成したものであり、前記二重管構造の分岐枝管４３も内管４３－１がステン
レス鋼管または内周面に防錆皮膜が施された管体からなり、かつ内管４３－１の内周面が
シート面４３－３となるように内管４３－１と外管４３－２の開口端面（接続シール部）
をシングルフレアー形状となしたものである。
　従って、本実施例に係る継手構造も、高圧高温の燃料に対する気密の維持や防錆能にお
いてほぼ同等の効果を奏する。
【実施例６】
【００４２】
　図６に示す第６実施例の内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手構造は、本管レ
ール５１の周壁部に設けた燃料の流通路５１－１に通ずる貫孔５１－２に、その接続端部
５２－１を内部に突出させて嵌挿した状態をもって相互に接合された継手金具５２の外方
開口端部に設けられる接続シール部５２－２が、該継手金具５２の分岐孔５２－３の軸芯
に対して直角な平坦面５２－２ａを有する断面凸形状に形成され、二重管構造の分岐枝管
５３は端末に拡径部５３－４が形成され、該拡径部５３－４に連なる管端部に内管５３－
１と外管５３－２とが面一のシート面５３－３が設けられ、前記継手金具５２の凸形状の
接続シール部５２－２に外嵌したリング状のガスケット５５を介して該二重管構造の分岐
枝管５３を凹凸嵌合し、予め該分岐枝管５３の拡径部５３－４と締結用袋ナット５４の間
に組み込んだワッシャ５６の押圧座面部５６－１を、該拡径部５３－４の受圧部５３－５
に対する押圧を伴いつつ締結用袋ナット５４を継手金具５２の雄螺子に螺合・締着して接
続構成したものであり、高圧高温の燃料に対する気密の維持や防錆能においてほぼ同等の
効果を奏する。
　なお、本実施例における二重管構造の分岐枝管５３も、前記第４実施例および第５実施
例における分岐枝管と同様、内管５３－１と外管５３－２とからなる二重管で構成され、
かつ内管５３－１がステンレス鋼管または内周面に防錆皮膜が施された管体からなり、内
管５３－１と外管５３－２の開口端面がシート面５３－３となるように形成し、同様拡径
部５３－４も内管５３－１と外管５３－２とで形成し、その外周面をワッシャ５６の押圧
座面部５６－１に対する受圧部５３－５としたものである。
【実施例７】
【００４３】
　図７に示す第７実施例の内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手構造は、本管レ
ール６１の周壁部に設けた燃料の流通路６１－１に通ずる貫孔６１－２に、その接続端部
６２－１を内部に突出させて嵌挿した状態をもって相互に接合された継手金具６２の接続
シール部６２－２に、分岐孔６２－３の軸芯に対する傾斜角αが５８°の断面凹状のテー
パー面６２－２ａを形成し、内管６３－１と外管６３－２とからなる二重管構造を有する
分岐枝管６３の該外管６３－２の端末に、スプール６３－４を設けて締結用袋ナット６４
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に対する受圧部６３－５を形成し、その先端に連なる接続頭部を、前記継手金具６２の接
続シール部６２－２における分岐孔６２－３の軸芯に対する傾斜角５８°を有する凹状の
テーパー面６２－２ａに対応して、前記分岐孔６２－３の軸芯に対する傾斜角αが５８°
の凸状のテーパー壁６３－６を有する形状とし、該凸状のテーパー壁６３－６を有する外
管６３－２の接続頭部を覆うようにして内管６３－１の管端部を外側に折り曲げてコーン
状のシート面６３－３を形成し、該シート面６３－３と前記継手金具６２の接続シール部
６２－２に形成された前記テーパー面６２－２ａとの間に、好ましくは略リング形状の円
錐ガスケット６５を介在させ、予め分岐枝管６３に組み込んだ締結用袋ナット６４を、該
継手金具６２の外周面に形成した雄螺子に螺合し、該分岐枝管６３の端末に設けたスプー
ル６３－４によって形成された受圧部６３－５に対する押圧を伴いつつ締着して、本実施
例における内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手構造を接続構成したものである
。
　本実施例における前記分岐枝管６３は、内管６３－１が薄肉のステンレス鋼管、外管６
３－２が通常の鉄系の厚肉の鋼管とからなる二重管で構成され、かつ外管６３－２の開口
端面を内管６３－１の開口端部で覆ってシート面６３－３を形成し、該シート面６３－３
を含む内管６３－１の受圧部は前記外管６３－２によって保護するように支持され、その
剛性が付与されることにより、継手金具６２のシール部６２－２に形成されたテーパー面
６２－２ａとの間に、リング状のガスケット６５を介して締着される際に、テーパー面同
士の圧着による結合により、高圧高温の燃料に対する気密が強固に維持され、かつ該燃料
との接液部分６３－７には鉄系材料等の露出部が存在せず、その優れた防錆能が得られる
。　なお、本実施例においては内管６３－１そのものにステンレス鋼管を採用したが、該
内管６３－１に通常の鉄系鋼管を採用し、該内管６３－１の内周面に例えばニッケルめっ
き等の防錆皮膜が施すことも可能であり、該内管６３－１の内周面がシート面６３－３と
なるようして二重管構造の分岐枝管６３を構成してもよい。
【実施例８】
【００４４】
　図８に示す第８実施例の内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手構造は、本管レ
ール７１の周壁部に設けた燃料の流通路７１－１に通ずる貫孔７１－２に、その接続端部
７２－１を内部に突出させて嵌挿した状態をもって相互に接合された継手金具７２の接続
シール部７２－２に、分岐孔７２－３の軸芯に対する傾斜角αが５８°の断面凹状のテー
パー面７２－２ａを形成し、一方、内管７３－１と外管７３－２とからなる二重管構造を
有する分岐枝管７３は、外管７３－２によって形成される分岐枝管７３の接続頭部の先端
形状が、該分岐枝管７３の軸心に対してほぼ直角に形成され、該接続頭部の後方に連なる
スプール７３－４の背面には、締結用袋ナット７４に対する受圧部７３－５が形成され、
内管７３－１の管端の突出部が外側に折り曲げられて前記接続頭部の壁面を覆って、さら
に内側に折り曲げられて折り返し二重構造のテーパー壁となし、分岐枝管７３の軸心に対
して傾斜角αが５８°のシート面７３－３が形成され、該シート面７３－３と前記継手金
具７２の接続シール部７２－２に形成された前記テーパー面７２－２ａとの間に、好まし
くは略リング形状の円錐ガスケット７５を介在させ、予め分岐枝管７３に組み込んだ締結
用袋ナット７４を、該継手金具７２の外周面に形成した雄螺子に螺合し、該分岐枝管７３
の端末に設けたスプール７３－４によって形成された受圧部７３－５に対する押圧を伴い
つつ締着して、本実施例における内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手構造を接
続構成したもので、この場合も高圧高温の燃料に対する気密が強固に維持され、かつ該燃
料との接液部分７３－７には鉄系材料等の露出部が存在せず、その優れた防錆能が得られ
る。
【実施例９】
【００４５】
　図９に示す第９実施例の内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手構造は、本管レ
ール８１の周壁部に設けた燃料の流通路８１－１に通ずる貫孔８１－２に、その接続端部
８２－１を内部に突出させて嵌挿した状態をもって相互に接合された継手金具８２の接続
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シール部８２－２に、流通路８１－１に通ずる分岐孔８２－３部を外方に開口する受圧面
８２－２ａとなし、ステンレス製の薄肉の内管８３－１と通常の鉄系の鋼管からなる厚肉
の外管８３－２とからなる二重管構造を有する分岐枝管８３の該外管８３－２の端末に、
算盤珠状の接続頭部８３－４を設けて締結用袋ナット８４に対する受圧部８３－５と、前
記継手金具８２の接続シール部８２－２に対応する押圧面８３－６を形成し、前記押圧面
８３－６を有する外管８３－２の接続頭部８３－４を覆うようにして内管８３－１の管端
部を外側に折り曲げてシート面８３－３を形成し、該シート面８３－３を前記継手金具８
２側の受圧面８２－２ａに当接係合せしめた状態で、予め分岐枝管８３に組み込んだ締結
用袋ナット８４を、該継手金具８２の外周面に形成した雄螺子に螺合し、該分岐枝管８３
の端末に設けた接続頭部８３－４によって形成された受圧部８３－５に対する押圧を伴い
つつ締着して、本実施例における内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手構造を接
続構成したものである。
　本実施例における前記分岐枝管８３は、内管８３－１が薄肉のステンレス鋼管、外管８
３－２が通常の鉄系の厚肉の鋼管とからなる二重管で構成され、かつ外管８３－２の接続
頭部８３－４の開口端面を内管８３－１の開口端部で覆ってシート面８３－３が形成され
、継手金具８２に締着される際に、シート面同士の圧着による結合により、高圧高温の燃
料に対する気密が強固に維持されると共に、燃料との接液部分８３－７には鉄系材料等の
露出部が存在せず、その優れた防錆能が得られる。
【００４６】
　次に、前記各実施例において採用された本発明による内燃機関用燃料レールにおける分
岐枝管３、１３、６３、７３、８３の製造方法について説明する。
　まず、前記継手構造の第１実施例において採用された分岐枝管３は、図１０にその製造
方法を第１実施例として示すように、内管３－１と外管３－２とからなる二重構造の金属
管の端末を、該内管３－１および該外管３－２同時に管軸方向にパンチで押し込むことに
より、内外管によるスプール３－４を設け、該スプール３－４の外周面に締結用袋ナット
４に対する受圧部３－５が形成される。次いで該外管３－２の管端部を切除して内管３－
１の管端部を突出させ、該突出部を外側に拡径しながら折り曲げ、該外管３－２の管端部
を覆うと共に、該内管３－１の内周面でシート面３－３を形成し、接液部３－７が全て防
錆能に優れる内管３－１で覆われ、かつ該内管３－１のシート面３－３を含む受圧部等が
前記外管３－２によって保護するように支持された分岐枝管３を得ることができる。
　なお、この二重構造の分岐枝管３において、内管３－１を、外管３－２に対する防錆能
に優れる金属材料で構成するか、もしくは内管３－１の内周面に防錆処理を施すことにつ
いては前記継手構造の第１実施例と同様である。なお、第１～第８実施例のごとくシート
面８３－３と受圧面８２－２ａの間にガスケットを介在させることができることはいうま
でもない。
【００４７】
　前記継手構造の第２実施例において採用された分岐枝管１３の製造方法は、図１１にそ
の製造方法を第２実施例として示すように、内管１３－１と外管１３－２とからなる二重
構造の金属管の端末のうち、該外管３－２のみを管軸方向にパンチで押し込むことにより
、外管によるスプール１３－４を設け、該スプール１３－４の外周面に締結用袋ナット１
４に対する受圧部１３－５が形成される。次いで、外管１３－２によるスプール部１３－
４の形成により突出した内管１３－１の管端部を、外側に拡径しながら折り曲げ、外管１
３－２の管端部を覆うと共に、内管１３－１の内周面でシート面１３－３を形成し、接液
部１３－７が全て防錆能に優れる内管１３－１で覆われ、かつ該内管１３－１のシート面
１３－３を含む受圧部等が前記外管１３－２によって保護するように支持された分岐枝管
１３を得ることができる。
　なお、この二重構造の分岐枝管１３においても、内管１３－１を、外管１３－２に対す
る防錆能に優れる金属材料で構成するか、もしくは内管１３－１の内周面に防錆処理を施
すことについては前記と同様である。
【００４８】
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　前記継手構造の第７実施例において採用された分岐枝管６３の製造方法は、図１２にそ
の製造方法を第３実施例として示すように内管６３－１と外管６３－２とからなる二重構
造の金属管（ａ）の端末において、外管６３－２のみを管軸方向にパンチで押し込むこと
により、当該外管にスプール６３－４を設け（ｂ）、該スプール６３－４の外周面に締結
用袋ナット６４に対する受圧部６３－５を形成する。この時、前記内管６３－１の管端が
外管６３－２の管端に対して突出する。次いで、外管６３－２の管端部を該分岐枝管６３
の軸心に対して傾斜角αが５８°となるよう機械的に切削してテーパー壁６３－６を形成
すると（ｃ）、前記突出した内管６３－１の管端部を外側に拡径しながら折り曲げ（ｄ）
、外管６３－２の管端部に形成されたテーパー壁６３－６を覆うと共に、内管６３－１の
内周面で該分岐枝管６３の軸心に対して５８°の傾斜角αを有するシート面６３－３を形
成し（ｅ）、接液部６３－７が全て防錆能に優れる内管６３－１で覆われ、かつ内管６３
－１のシート面６３－３を含む受圧部等が前記外管６３－２によって保護するように支持
された分岐枝管６３を得ることができる。
　なお、この二重構造の分岐枝管６３においても、内管６３－１を、外管６３－２に対す
る防錆能に優れる金属材料で構成するか、もしくは該内管の内周面に防錆処理を施すこと
については前記と同様である。
【００４９】
　前記継手構造の第８実施例において採用された分岐枝管７３の製造方法は、図１３にそ
の製造方法を第４実施例として示すように、内管７３－１と外管７３－２とからなる二重
構造の金属管（ａ）の端末の、外管７３－２のみを管軸方向にパンチで押し込むことによ
り、外管７３－２の端末の接続頭部にスプール７３－４を設け（ｂ）、該スプール７３－
４の外周面の後方に締結用袋ナット７４に対する受圧部７３－５を形成する。この時、前
記接続頭部の先端面が同図（ｂ）に示すように分岐枝管７３の軸心に対してほぼ直角の壁
面７３－６に形成され、内管７３－１の管端が外管７３－２の管端に対して突出する。次
いで、前記突出した内管７３－１の管端部を、前記外管の直角の壁面７３－６に密着する
ように外側に拡径しながら折り曲げ、該外管７３－２の接続頭部を覆うと共に、同図（ｃ
）に示すように該内管７３－１を内側に折り曲げ、折り返し二重構造のテーパー壁を形成
し、該テーパー壁を分岐枝管７３の軸心に対して５８°の傾斜角αとなるよう調整してシ
ート面７３－３を形成し、接液部７３－７が全て防錆能に優れる内管７３－１で覆われ、
かつ該内管７３－１のシート面７３－３を含む受圧部等が前記外管７３－２によって保護
するように支持された分岐枝管７３を得ることができる。
　なお、この二重構造の分岐枝管７３においても、内管７３－１を、外管７３－２に対す
る防錆能に優れる金属材料で構成するか、もしくは内管の内周面に防錆処理を施すことに
ついては前記と同様である。
【００５０】
　前記継手構造の第９実施例において採用された分岐枝管８３の製造方法は、図１４にそ
の製造方法を第５実施例として示すように、ステンレス製の内管８３－１と外管８３－２
とからなる二重構造の金属管（ａ）の端末の、外管８３－２を長く、内管８３－１を短く
管軸方向にパンチで押し込むことにより、外管８３－２の端末に算盤珠状の接続頭部８３
－４を設け（ｂ）、内管８３－１を外管８３－２の内面に密着させると共に該接続頭部８
３－４の首下部に締結用袋ナット８４に対する受圧部８３－５を形成する。この成形によ
り、内管８３－１の管端が外管８３－２の管端に対して突出する（ｂ）。次いで、前記突
出した内管８３－１の管端部をラッパ状に拡径し（ｃ）、さらに前記外管の算盤珠状の接
続頭部８３－４の外壁面に密着するように外側に拡径しながら折り曲げ（ｄ）、外管８３
－２の接続頭部８３－４を覆うと共に、その外側折り曲げ部を接続頭部８３－４の外壁面
に強く押し付けて該
壁面と面一になるように接続頭部に埋設してシート面８３－３を形成することにより、接
液部分８３－７が全て防錆能に優れる内管８３－１で覆われ、かつ接続頭部８３－４のシ
ート面が内管８３－１で形成された分岐枝管８３を得ることができる。
　なお、外管８３－２の算盤珠状の接続頭部８３－４に内管８３－１の端部を折り曲げる
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際は、内管８３－１内に芯金（図示せず）を挿入して折り曲げ成形してもよい。この芯金
は、パンチ（図示せず）と一体または別体のいずれでもよい。
【００５１】
　前記図１４に示す分岐枝管８３の製造方法における成形前の二重金属管管の管端部は、
図１５（ａ）に示すように予め内管８３－１を外管８３－２より適当長さ突出させるか、
同図（ｂ）に示すように予め外管８３－２を内管８３－１より適当長さ突出させて、頭部
成形を実施してもよい。
【００５２】
　また、前記図１４に示す製造方法により製造される分岐枝管８３の接続頭部８３－４の
外壁面を覆う内管の折り返し部は、図１６に示すように必ずしも接続頭部に埋設して外壁
面と面一にする必要はなく、段差が存在してもよい。また、接続頭部の内側にポケット部
（空隙）が存在するタイプの場合、内管は必ずしもこのポケット部内面に沿って密着させ
る必要はなく、内管とポケット部との間に環状の空隙が存在してもよい。
【００５３】
　上記した各実施例に示す本発明の継手構造は、各本管レール１、１１、２１、３１、４
１、５１、６１、７１、８１と各分岐枝管３、１３、２３、３３、４３、５３、６３、７
３、８３の接液部分が燃料に対する耐食性を有するステンレスまたはＮｉめっき皮膜やＮ
ｉ基合金めっき皮膜の複層もしくは拡散した単層の皮膜で形成されているため、本管レー
ルや分岐枝管に錆等の発生が皆無であり、また内周面に銅の皮膜が存在しないため燃料の
劣化が生じることもない。さらに、各継手金具２、１２、２２、３２、４２、５２、６２
、７２と各分岐枝管３、１３、２３、３３、４３、５３、６３、７３の間にガスケット５
、１５、２５、３５、４５、５５、６５、７５を介在させて接続構成した場合には、シー
ト面がガスケットを介して形成されるため、より優れた気密性が確保され、低い圧力はも
とより１５～２００ＭＰａという高圧の燃料をより確実にシールすることができる。
【００５４】
　また、上記した各実施例における本発明の分岐枝管は、基本的に燃料に対する防錆能に
優れる内管と、該内管を保護するように外嵌された外管とからなる二重管で構成され、燃
料に対する接液部分は全て内管で覆い、該内管のシート面を含む受圧部等を外管で保護す
るように支持する構造となっている。従って、高圧で腐食性の強い燃料に直接接触する耐
食性素材からなる内管を、剛性の高い鋼材からなる外管によってサポートして、シール面
等に対する強固な締着を可能としている。また、分岐枝管と継手金具とのシール面を分岐
孔に対する傾斜角を同一のテーパー壁とすることにより、分岐孔の芯合せが容易でかつ該
シート面のズレを未然に防止することができ、ガスケットの作用が相まってシーリングが
より強固なものとなる。なお、継手金具並びに分岐枝管に形成される上記の傾斜角αは、
分岐孔の軸心に対して５０～１２０°に範囲で任意であるが、例えば自動車用ディーゼル
エンジンにおけるインジェクターとポンプをつなぐ噴射管接続頭部の角度である６０°程
度が好ましい。
【００５５】
　さらに、本発明の分岐枝管の製造方法については前記各実施例において示すとおりであ
るが、切削加工やパンチによる押圧加工、さらには各部材の接合手段等も任意であり、本
発明の趣旨に沿うものであれば他のいかなる手段を用いることを妨げない。また、上記各
実施例における分岐枝管の内管の防錆処理として、ニッケルめっきもしくはニッケル基合
金めっきによる防錆皮膜を例示したが、ニッケル皮膜による第１次防錆処理の上に、Ｎｉ
－Ｐ合金等のニッケル基合金めっき皮膜を施して二層とすることも可能であり、更にその
皮膜を加熱して拡散もしくは溶融させて単層とすることもできる。
　なお、上記実施例においては実施例１、実施例２、実施例７～実施例９における分岐枝
管の製造方法のみその一例を開示したが、その他の分岐枝管もほぼ同様の簡略な工程によ
って製造することができるため、比較的少ない工数で燃料に対するる耐食性に優れ、かつ
該燃料の劣化を未然に防止し得る分岐枝管を、低コストで製造することができる。
【産業上の利用可能性】
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　本発明の火花点火もしくは圧縮点火方式の内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継
手構造は、低級ガソリン、サワーガソリン、ＤＭＥ、アルコールおよびアルコール混合燃
料、軽油、水素等の使用に十分に耐え、またガソリンの劣化が生じることがない上、低圧
はもちろん例え１５～２００ＭＰａという高圧の燃料であっても確実にシールすることが
できる。また、本発明による内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手構造は、ガソ
リン以外の他の高圧燃料や高圧流体や高圧ガス等の配管継手など、幅広い用途に利用が可
能である。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の継手構造の第１実施例を示す
要部概略縦断面図である。
【図２】同じく第２実施例を示す要部概略縦断面図である。
【図３】同じく第３実施例を示す要部概略縦断面図である。
【図４】同じく第４実施例を示す要部概略縦断面図である。
【図５】同じく第５実施例を示す要部概略縦断面図である。
【図６】同じく第６実施例を示す要部概略縦断面図である。
【図７】同じく第７実施例を示す要部概略縦断面図である。
【図８】同じく第８実施例を示す要部概略縦断面図である。
【図９】同じく第９実施例を示す要部概略縦断面図である。
【図１０】本発明の内燃機関用燃料レールにおける分岐枝管の製造方法の第１実施例を概
略的に示す工程図である。
【図１１】同じく分岐枝管の製造方法の第２実施例を概略的に示す工程図である。
【図１２】同じく分岐枝管の製造方法の第３実施例を概略的に示す半截工程図である。
【図１３】同じく分岐枝管の製造方法の第４実施例を概略的に示す半截工程図である。
【図１４】同じく分岐枝管の製造方法の第５実施例を概略的に示す工程図である。
【図１５】図１４の第５実施例における成形前の二重金属管の他の管端部を示す断面図で
ある。
【図１６】同じく図１４の第５実施例により製造される分岐枝管の変形例を示す要部断面
図である。
【符号の説明】
【００５８】
１、１１、２１、３１、４１、５１、６１、７１、８１　本管レール
２、１２、２２、３２、４２、５２、６２、７２、８２　継手金具
３、１３、２３、３３、４３、５３、６３、７３、８３　分岐枝管
４、１４、２４、３４、４４、５４、６４、７４、８４　締結用ナット
５、１５、２５、３５、４５、５５、６５、７５　ガスケット
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】

【図１６】
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